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示

福
井
県
告
示
第

３
７

８
号

　
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第

１
８

０
号
）
第

１

８
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成

２
６
年

７

月
２

９
日
か
ら

２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

延
長

 

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

一般国道

１５７号

新

大
野
市
中
島

５
６
字
皆
蔵

７
番

４
か
ら

大
野
市
中
島

５
７
字
荒
蔵

２
番

１
１
ま
で

15.0～
125.0

140.0

旧

大
野
市
中
島

５
６
字
皆
蔵

７
番

４
か
ら

大
野
市
中
島

５
７
字
荒
蔵

２
番

１
１
ま
で

15.0～
70.0

140.0

　
　

福
井
県
告
示
第

３
７

９
号

　
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第

１
８

０
号
）
第

１

８
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成

２
６
年

７

月
２

９
日
か
ら

２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠
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道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

延
長

 

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

一般国道

１５７号

新

大
野
市
横
枕

４
６
字
押
切

島
４

６
番

２
か
ら

大
野
市

１
６

１
字
出
光

６

番
３
ま
で

13.8～
50.0

5,818.6

旧

大
野
市
横
枕

４
６
字
押
切

島
４

６
番

２
か
ら

大
野
市

１
６

１
字
出
光

６

番
３
ま
で

13.8～
50.0

5,818.6

旧

大
野
市
横
枕

４
６
字
押
切

島
４

６
番

２
か
ら

大
野
市

１
６

１
字
出
光

７

番
２
ま
で

11.4～
30.8

6,567.7

　
　

福
井
県
告
示
第

３
８

０
号

　
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第

１
８

０
号
）
第

１

８
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成

２
６
年

７

月
２

９
日
か
ら

２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

延
長

 

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

一般
１５

新

大
野
市

１
３

０
字
庄
司
袋

一
６

０
番

２
か
ら

大
野
市
鍬
掛

２
字
砂
山
窪

２
７
番
ま
で

20.5～
60.2

687.8

国道
８号
旧

大
野
市

１
３

０
字
庄
司
袋

一
６

０
番

２
か
ら

大
野
市
鍬
掛

２
字
砂
山
窪

２
７
番
ま
で

20.5～
60.2

68
7.8

　
　

福
井
県
告
示
第

３
８

１
号

　
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第

１
８

０
号
）
第

１

８
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成

２
６
年

７

月
２

９
日
か
ら

２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

延
長

 

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

主要地方道

大野勝山線

新

大
野
市
中
保

２
１
字
石
田

１
１
番

４
か
ら

大
野
市
中
保

２
０
字
ガ
ラ

ミ
キ

３
２
番

２
ま
で

12.0～
15.0

104
.8

旧

大
野
市
月
見
町

１
２
番
か

ら大
野
市
中
保

２
０
字
ガ
ラ

ミ
キ

３
２
番

２
地
先
ま
で

10.8

～
22.8

1,06
6.4

　
　

福
井
県
告
示
第

３
８

２
号

　
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第

１
８

０
号
）
第

１

８
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成

２
６
年

７
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月
２

９
日
か
ら

２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

延
長

 

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

一般県道

五条方下荒井線

新

勝
山
市
遅
羽
町
下
荒
井

３

１
字
御
林

１
番

１
２
地
先

か
ら
勝
山
市
遅
羽
町
下
荒
井

５

字
新
田

１
４
番

１
地
先
ま

で

6.2～9.7

666.4

旧

勝
山
市
遅
羽
町
下
荒
井

３

１
字
御
林

１
番

１
２
地
先

か
ら
勝
山
市
遅
羽
町
下
荒
井

５

字
新
田

２
０
番

６
ま
で

6.0～
25.2

1406.6

　
　

福
井
県
告
示
第

３
８

３
号

　
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第

１
８

０
号
）
第

１

８
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
勝
山
維
持
管
理
課
に
お
い
て

、
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日
か
ら

２
０
日
間
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

延
長

 

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

一般県道

上唯野西屋勝山線

新

勝
山
市
平
泉
寺
町
大
渡

２

４
字
社
塔
川
原

３
番

１
１

６
か
ら

勝
山
市
平
泉
寺
町
大
渡

２

１
字
屋
敷
田

２
２
番

３
ま

で

10.7～
35.5

65
4.7

旧

勝
山
市
平
泉
寺
町
大
渡

２

４
字
社
塔
川
原

３
番

１
１

６
か
ら

勝
山
市
平
泉
寺
町
大
渡

２

１
字
屋
敷
田

２
２
番

３
ま

で

10.7～
35.5

65
4.7

旧

勝
山
市
平
泉
寺
町
大
渡

２

４
字
社
塔
川
原

３
番

８
８

か
ら

勝
山
市
平
泉
寺
町
大
渡

２

１
字
屋
敷
田

２
２
番

２
ま

で

7.2～
1
8.1

692.1

　
　

福
井
県
告
示
第

３
８

４
号

　
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第

１
８

０
号
）
第

１

８
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
丹
南
土
木
事
務
所
鯖
江
丹
生
土
木
部
に
お
い
て

、
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日
か
ら

２
０
日
間
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)

延
長

 

(単
位

: 

ﾒｰﾄﾙ)
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一般国道

３０５号　４１７号

新

丹
生
郡
越
前
町
高
佐

３
４

字
８
番

２
地
先
か
ら

丹
生
郡
越
前
町
高
佐

３
５

字
８

１
番

５
ま
で

8.0～
13.0

70.0

旧

丹
生
郡
越
前
町
高
佐

３
４

字
８
番

２
地
先
か
ら

丹
生
郡
越
前
町
高
佐

３
５

字
８

１
番

５
ま
で

6.8～9.2

70.0

　
　

福
井
県
告
示
第

３
８

５
号

　
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第

１
８

０
号
）
第

１

８
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
供
用
を
開

始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成

２
６
年

７

月
２

９
日
か
ら

２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

道路種類

路線名
供
用
開
始
の
区
間

供
用
開
始
の

期
日

一般国道

１５７号

大
野
市
中
島

５
６
字
皆
蔵

７

番
４
か
ら

大
野
市
中
島

５
７
字
荒
蔵

２

番
１

１
ま
で

平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　

福
井
県
告
示
第

３
８

６
号

　
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第

１
８

０
号
）
第

１

８
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
供
用
を
開

始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成

２
６
年

７

月
２

９
日
か
ら

２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

道路種類

路線名
供
用
開
始
の
区
間

供
用
開
始
の

期
日

主要地方道

大野勝山線

大
野
市
中
保

２
１
字
石
田

１

１
番

４
か
ら

大
野
市
中
保

２
０
字
ガ
ラ
ミ

キ
３

２
番

２
ま
で

平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　

福
井
県
告
示
第

３
８

７
号

　
道
路
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第

１
８

０
号
）
第

１

８
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
供
用
を
開

始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
丹
南
土
木
事
務
所
鯖
江
丹
生
土
木
部
に
お
い
て

、
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日
か
ら

２
０
日
間
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

道路種類

路線名
供
用
開
始
の
区
間

供
用
開
始
の
期

日

一般国道

３０５号４１７号

丹
生
郡
越
前
町
高
佐

３
４
字

８
番

２
地
先
か
ら

丹
生
郡
越
前
町
高
佐

３
５
字

８
１
番

５
ま
で

平
成

２
６
年

７
月

２
９
日
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福
井
県
告
示
第

３
８

８
号

　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第

５
７
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
の
土
砂
災

害
警
戒
区
域
お
よ
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
全

部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、

同
法
第

６
条
第

６
項
お
よ
び
第

８
条
第

９
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第

６
条
第

４
項
お
よ
び
第

８
条
第

４
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

全
部
に
つ
い
て
指
定
を
解
除
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原

因
と
な
る
自
然
現
象

の
種
類

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

敦
賀
市
江
良
（

２
－
Ⅰ

－
８

０
１

２
）

地
区
急
傾
斜

次
の
図
の
と
お
り

若
狭
町
熊
川
（

３
１

－
Ⅰ

－
６

７
２
）

地
区
急
傾
斜

若
狭
町
熊
川
（

３
１

－
Ⅰ

－
６

８
５
）

地
区
急
傾
斜

小
浜
市
生
守
（

４
－
Ⅰ

－
９

０
６

５
）

地
区
急
傾
斜

小
浜
市
湯
岡
（

４
－
Ⅰ

－
６

６
０

－
１
）

地
区
急
傾
斜

お
お
い
町
名
田
庄
虫
鹿
野
（

３
２

－
２

－
１

４
－

０
１

１
０

３
）
地
区
土
石
流

全
部
に
つ
い
て
指
定
を
解
除
す
る
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原

因
と
な
る
自
然
現
象

の
種
類

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

示
お
よ
び
当
該
自
然
現
象
に
よ

り
建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

若
狭
町
熊
川
（

３
１

－
Ⅰ

－
６

７
２
）

地
区
急
傾
斜

次
の
図
の
と
お
り

若
狭
町
熊
川
（

３
１

－
Ⅰ

－
６

８
５
）

地
区
急
傾
斜

小
浜
市
生
守
（

４
－
Ⅰ

－
９

０
６

５
）

地
区
急
傾
斜

お
お
い
町
名
田
庄
虫
鹿
野
（

３
２

－
２

－
１

４
－

０
１

１
０

３
）
地
区
土
石
流

一
部
に
つ
い
て
指
定
を
解
除
す
る
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原

因
と
な
る
自
然
現
象

の
種
類

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

示
お
よ
び
当
該
自
然
現
象
に
よ

り
建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

敦
賀
市
江
良
（

２
－
Ⅰ

－
８

０
１

２
）

地
区
急
傾
斜

次
の
図
の
と
お
り

小
浜
市
湯
岡
（

４
－
Ⅰ

－
６

６
０

－
１
）

地
区
急
傾
斜
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（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
井
県

土
木
部
砂
防
防
災
課
、
当
該
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等

を
所
管
す
る
各
土
木
事
務
所
、
各
市
役
所
お
よ
び
各

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　

福
井
県
告
示
第

３
８

９
号

　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第

５
７
号
）
第

６
条
第

１
項
お
よ
び
第

８
条
第

１
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域

お
よ
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
の
で

、
同
法
第

６
条
第

４
項
お
よ
び
第

８
条
第

４
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原

因
と
な
る
自
然
現
象

の
種
類

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

敦
賀
市
江
良
（

２
－
Ⅰ

－
８

０
１

２
）

地
区
急
傾
斜

次
の
図
の
と
お
り

若
狭
町
熊
川
（

３
１

－
Ⅰ

－
６

７
２
）

地
区
急
傾
斜

若
狭
町
熊
川
（

３
１

－
Ⅰ

－
６

８
５
）

地
区
急
傾
斜

小
浜
市
生
守
（

４
－
Ⅰ

－
９

０
６

５
）

地
区
急
傾
斜

小
浜
市
湯
岡
（

４
－
Ⅰ

－
６

６
０

－
１
）

地
区
急
傾
斜

お
お
い
町
名
田
庄
虫
鹿
野
（

３
２

－
２

－
１

４
－

０
１

１
０

３
）
地
区
土
石
流

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原

因
と
な
る
自
然
現
象

の
種
類

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

示
お
よ
び
当
該
自
然
現
象
に
よ

り
建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

若
狭
町
熊
川
（

３
１

－
Ⅰ

－
６

７
２
）

地
区
急
傾
斜

次
の
図
の
と
お
り

若
狭
町
熊
川
（

３
１

－
Ⅰ

－
６

８
５
）

地
区
急
傾
斜

小
浜
市
生
守
（

４
－
Ⅰ

－
９

０
６

５
）

地
区
急
傾
斜

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
井
県

土
木
部
砂
防
防
災
課
、
当
該
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等

を
所
管
す
る
各
土
木
事
務
所
、
各
市
役
所
お
よ
び
各

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成

１
０
年
法
律
第

７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

２
５
条
第

３
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

の
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

５
項

の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

１
０
条
第

２
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

１
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　
平
成

２
６
年

７
月

１
６
日

２
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
等

　
⑴
　
名
称

　
　

 　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
坂
井
市
障
害
者
プ
ラ

ン
住
民
会
議

　
⑵
　
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
阿
古
江
　
唯
説

　
⑶
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

 　
福
井
県
坂
井
市
三
国
町
中
央

１
丁
目

６
番
地

３
号

　
⑷
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

 　
こ
の
法
人
は
、
坂
井
市
に
お
け
る
総
合
的
な

障
害
者
福
祉
を
実
現
す
る
た
め
の
事
業
を
、
住

民
・
行
政
・
企
業
が
連
携
し
て
推
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

３
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間
お
よ
び
場
所

 

　
⑴
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　

 　
平
成

２
６
年

７
月

１
６
日
か
ら
平
成

２
６
年

９
月

１
５
日
ま
で

　
⑵
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　

 　
福
井
県
総
務
部
男
女
参
画
・
県
民
活
動
課
ふ

く
い
県
民
活
動
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
内

　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成

１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第

８
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
鯖
江
市
か

ら
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第

３
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
鯖
江
西
店

　
　
鯖
江
市
小
黒
町
三
丁
目

１
０

８
　
外

４
筆

２
 　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

　
　
ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社
　

　
　
代
表
取
締
役
　
藤
永
　
賢
一

　
　
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田

３
８
字

３
３
番

３
　
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

　
⑴
　
交
通
に
つ
い
て

　
・

 当
該
店
舗
の
東
側
の
路
線
「
鯖
江
西
縦
貫
線
」

は
地
元
小
学
校
（
進
徳
小
学
校
）
と
中
学
校
（

鯖
江
中
学
校
）
の
通
学
路
と
な
っ
て
い
る
。
営

業
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
時
間
帯
お
よ
び
開
店
時
間
帯

が
通
学
時
間
帯
と
重
な
る
の
で
、
来
客
者
や
配

送
車
等
の
出
入
り
に
は
十
分
な
配
慮
を
す
る
こ

と
。

　
⑵
　
騒
音
の
発
生
に
つ
い
て

　
・

 営
業
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
辺
住

民
か
ら
騒
音
や
振
動
等
の
苦
情
が
出
た
場
合
、

真
摯
に
対
応
す
る
こ
と
。
ま
た
、
荷
物
の
搬
送

ト
ラ
ッ
ク
等
は
ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
の

徹
底
を
行
い
、
騒
音
を
極
力
発
生
し
な
い
よ
う

配
慮
す
る
こ
と
。

４
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手

３
丁
目

１
７
番

１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
振
興
・
金
融
課

　
⑵
　
鯖
江
市
西
山
町

１
３
番

１
号

　
　
　
鯖
江
市
産
業
環
境
部
商
工
政
策
課

５
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き

　
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら

１
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　

 　
午
前

８
時

３
０
分
か
ら
午
後

５
時

１
５
分
ま

で
　

　
　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成

１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第

８
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
福
井
市
か

ら
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第

３
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
福
井
大
和
田
店

　
　
福
井
市
大
和
田
町

２
９
字

４
７

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

　
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

　
代
表
者
の
氏
名

　
　
ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役
　
藤
永
　
賢
一

　
　
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田

３
８
字

３
３
番

３
　
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

　
⑴
　
環
境
に
つ
い
て

　
・

 当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
は
、
福
井
市

公
害
防
止
条
例
の
特
定
工
場
の
要
件
に
該
当
す

る
と
想
定
さ
れ
る
が
、
同
条
例
に
基
づ
く
「
特

定
工
場
設
置
届
出
」
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
届
け
出
る
こ
と
。
定
格
出
力

２
．

２
５

ｋ

Ｗ
以
上
の
空
調
室
外
機
、
冷
凍
室
外
機
が
該
当

と
な
る
。

　
・

 当
該
店
舗
周
辺
に
は
住
居
は
少
な
い
も
の
の
、

営
業
時
間
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
空
調
室
外

機
の
稼
働
時
間
が
長
く
な
る
た
め
、
定
期
的
な

点
検
等
を
実
施
し
、
故
障
を
起
因
と
す
る
騒
音

発
生
の
未
然
防
止
に
努
め
る
こ
と
。

　
・

 敷
地
境
界
線
（
予
測
地
点

ａ
）
に
お
い
て
、
福

井
市
公
害
防
止
条
例
の
規
制
基
準
（

５
５

ｄ
Ｂ

）
を
超
過
し
て
い
る
。
周
辺
環
境
の
保
全
に
向

け
た
課
題
と
位
置
づ
け
、
騒
音
低
減
に
取
り
組

む
こ
と
。

　
・

 店
舗
周
辺
の
環
境
保
全
の
た
め
、
環
境
関
係
法

令
を
遵
守
し
、
周
辺
住
民
か
ら
、
公
害
に
関
す

る
要
望
が
あ
っ
た
場
合
は
、
誠
実
に
対
応
す
る

こ
と
。

４
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手

３
丁
目

１
７
番

１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
振
興
・
金
融
課

　
⑵
　
福
井
市
大
手

３
丁
目

１
０
番

１
号

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

５
 　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き

る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら

１
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　

 　
午
前

８
時

３
０
分
か
ら
午
後

５
時

１
５
分
ま

で
　

　
　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成

１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第

８
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
福
井
市
か

ら
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第

３
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
福
井
南
店

　
　
福
井
市
下
河
北
町

５
字

１
－

１

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

　
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

　
代
表
者
の
氏
名

　
　
ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役
　
原
田
　
健

　
　
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目

１
３
番

１
号

３
　
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

公

告
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⑴
　
環
境
に
つ
い
て

　
・

 当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
は
、
福
井
市

公
害
防
止
条
例
の
特
定
工
場
の
要
件
に
該
当
し

て
い
る
が
、
同
条
例
に
基
づ
く
「
特
定
工
場
設

置
届
出
」
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
届
け

出
る
こ
と
。
定
格
出
力

２
．

２
５

ｋ
Ｗ
以
上
の

空
調
室
外
機
、
冷
凍
室
外
機
が
該
当
と
な
る
。

　
・

 当
該
店
舗
周
辺
に
は
住
居
は
少
な
い
も
の
の
、

営
業
時
間
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
空
調
室
外

機
の
稼
働
時
間
が
長
く
な
る
た
め
、
定
期
的
な

点
検
等
を
実
施
し
、
故
障
を
起
因
と
す
る
騒
音

発
生
の
未
然
防
止
に
努
め
る
こ
と
。

　
・

 敷
地
境
界
線
（
予
測
地
点

ａ
）
に
お
い
て
、
福

井
市
公
害
防
止
条
例
の
規
制
基
準
（

５
５

ｄ
Ｂ

）
を
超
過
し
て
い
る
。
周
辺
環
境
の
保
全
に
向

け
た
課
題
と
位
置
づ
け
、
騒
音
低
減
に
取
り
組

む
こ
と
。

　
・

 店
舗
周
辺
の
環
境
保
全
の
た
め
、
引
き
続
き
環

境
関
係
法
令
を
遵
守
し
、
周
辺
住
民
か
ら
、
公

害
に
関
す
る
要
望
が
あ
っ
た
場
合
は
、
誠
実
に

対
応
す
る
こ
と
。

４
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手

３
丁
目

１
７
番

１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
振
興
・
金
融
課

　
⑵
　
福
井
市
大
手

３
丁
目

１
０
番

１
号

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

５
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き

　
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら

１
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　

 　
午
前

８
時

３
０
分
か
ら
午
後

５
時

１
５
分
ま

で
　

　
　
九
頭
竜
川
鳴
鹿
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土

地
改
良
法
（
昭
和

２
４
年
法
律
第

１
９

５
号
）
第

８

４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

１
８
条
第

１
６
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成

２
６
年

３
月

３
１
日
に

役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１

７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
名
　
　
　
　
住
　
　
　
所

理
事
　
山
本
　
文
雄
　
坂
井
市
春
江
町
中
庄

55-16

　
〃
　
前
田
　
康
博
　
福
井
市
石
盛
町

29-3-甲
　

〃
　
渕
本
　
達
雄
　
吉
田
郡
永
平
寺
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
岡
上
合
月

7-3

　
〃
　
坪
田
　
正
美
　
坂
井
市
坂
井
町
上
兵
庫

60-13

　
〃
　
森
　
　
健
一
　
　

〃
　
丸
岡
町
舟
寄

77-4

　
〃
　
木
村
　
强
　
　
　

〃
　
坂
井
町
宮
領

42-2

　
〃
　
南
出
　
亭
一
　
　

〃
　
丸
岡
町
磯
部
島

6-42

　
〃
　
井
上
　
清
　
　
　

〃
　
　

〃
　
与
河

72-1

　
〃
　
木
村
　
市
助
　
福
井
市
中
ノ
郷
町

15-4-1

　
〃
　
他
中
　
勇
　
　
　

〃
　
高
木
町

65-8

　
〃
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上

26-10

　
〃
　
初
馬
　
憲
駿
　
あ
わ
ら
市
北
潟

27-28

監
事
　
西
野
　
清
志
　
坂
井
市
坂
井
町
長
屋

31-61

　
〃
　
藤
田
　
貞
武
　
福
井
市
川
合
鷲
塚
町

13-32

　
〃
　
山
田
　
源
則
　
坂
井
市
丸
岡
町
板
倉

31-8

　
〃
　
竹
内
　
巖
　
　
あ
わ
ら
市
清
王

13-29

　
〃
　
武
澤
　
義
明
　
福
井
市
下
中
町

6-364

　
　

　
九
頭
竜
川
鳴
鹿
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土

地
改
良
法
（
昭
和

２
４
年
法
律
第

１
９

５
号
）
第

８

４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

１
８
条
第

１
６
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成

２
６
年

４
月

１
日
に
役

員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
名
　
　
　
　
住
　
　
　
所

理
事
　
山
本
　
文
雄
　
坂
井
市
春
江
町
中
庄

55-16

　
〃
　
前
田
　
康
博
　
福
井
市
石
盛
町

29-3-甲
　

〃
　
西
尾
　
喜
弘
　
吉
田
郡
永
平
寺
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
岡
上
合
月

9-25

　
〃
　
坪
田
　
正
美
　
坂
井
市
坂
井
町
上
兵
庫

60-13

　
〃
　
森
　
　
健
一
　
　

〃
　
丸
岡
町
舟
寄

77-4

　
〃
　
木
村
　
强
　
　
　

〃
　
坂
井
町
宮
領

42-2

　
〃
　
南
出
　
亭
一
　
　

〃
　
丸
岡
町
磯
部
島

6
-4

2

　
〃
　
井
上
　
清
　
　
　

〃
　
　

〃
　
与
河

72-1

　
〃
　
木
村
　
市
助
　
福
井
市
中
ノ
郷
町

15
-4-1

　
〃
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上

26-10

　
〃
　
初
馬
　
憲
駿
　
あ
わ
ら
市
北
潟

27-28

監
事
　
西
野
　
清
志
　
坂
井
市
坂
井
町
長
屋

31-61

　
〃
　
藤
田
　
貞
武
　
福
井
市
川
合
鷲
塚
町

13-32

　
〃
　
山
田
　
源
則
　
坂
井
市
丸
岡
町
板
倉

31-8

　
〃
　
竹
内
　
巖
　
　
あ
わ
ら
市
清
王

13-2
9

　
〃
　
武
澤
　
義
明
　
福
井
市
下
中
町

6-36
4

　
　

　
都
市
計
画
法
（
昭
和

４
３
年
法
律
第

１
０

０
号
）

第
２

０
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
井
市
長
か
ら

都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第

２
０
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成

２
６
年

７
月

２
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

１
　
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
⑴
　
種
類

　
　
　
地
域
地
区
（
特
定
用
途
制
限
地
域
）

　
⑵
　
名
称

　
　
　
嶺
北
北
部
都
市
計
画
特
定
用
途
制
限
地
域

２
　
縦
覧
場
所

　
　
福
井
市
大
手

３
丁
目

１
７
番

１
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

　
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
福
井
県
人
事
委
員

会
規
則
第
六
号
︵
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

︶

正

誤
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ペ
ー
ジ
段
行

誤

正

三

三
九

｢

次
長

丹
南
技
術

経
営
支
援

課
長

企
画
振
興

室
長

技
術
経
営

支
援
課
長

地
域
農
業

振
興
課
長

 

に
改
め

﹂

｢

次
長

丹
生
技
術

経
営
支
援

課
長

企
画
振
興

室
長

技
術
経
営

支
援
課
長

地
域
農
業

振
興
課
長

 

に
改
め

﹂
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平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日
印
　
刷
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇-

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日
発
　
行
　
印
刷
人
　
〒
九
一
〇-

〇
八
五
八
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
十
五-

二
十
七
　
㈱
竹
下
印
刷
所
　
☎
㉔
二
二
二
一
番


